
お悩みではありませんか？相続 遺言
～専門家が解決方法をご提案します～
相続・遺言のことなら何でもご相談下さい。
完全個室の相談ブースを完備していますので
ゆっくりとご相談いただけます。（要予約）

相続・遺言の無料相談実施中！

代表司法書士　喜 屋 武　 力
与那原町字東浜23番地２（ローソン与那原東浜店となり）

営業時間  平日AM 9:00～PM 6:00TEL 882-8177 
  ←　QRコードか
「相続 遺言 きゃん」
で検索してアクセス

相続・遺言に関することならこちら→
http://souzokuigon-okinawa.com/

親睦と交流の場親睦と交流の場 西原町新春のつどい西原町新春のつどい

平成29年度　西原町功労者表彰式典及び叙勲等受章（賞）祝賀会

平成30年平成30年
日時：平成30年１月４日 （木）
場　　所：エリスリーナ西原ヒルズガーデン
会　　費：2,000 円
事前受付：12月４日（月）～12月 15日（金）　　企業　　　　　　西原町商工会　☎945-6136
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　町民・各種団体　総務部総務課　☎945-5011
共催団体：西原町・西原町商工会・西原町行政区自治会長会・西原町社会福祉協議会

２部の「町民のつどい」で合同開催します。

（企業）
（町民、各種団体）

15:00～16:30
18:00～21:00

１部
２部

平成29年度 西原町功労者表彰・叙勲等受章（賞）者一覧（平成29年11月22日時点）

※受章（賞）者に追加等がある場合は、１月号で案内します。

◆特別表彰
喜納 昌吉（きな　しょうきち） 金秀グループ

新中糖産業株式会社
丸正印刷株式会社

喜屋武 正雄（きゃん　まさお）

石川 章子（いしかわ　あきこ）

新川 勝夫（あらかわ　かつお）

奥浜 末子（おくはま　すえこ）

呉屋 勝彦（ごや　かつひこ）

呉屋 米子（ごや　よねこ）

小橋川 惠市（こばしがわ　けいいち ）

國吉 冨美子（くによし　ふみこ）
上里 初枝（うえざと　はつえ）
太田 千鶴（おおた　ちづる）
大城 剛（おおしろ　つよし）

西原町上原２丁目１番地の６ 那覇市旭町112 番地の１

西原町字小那覇 628 番地の１

西原町字小那覇1215 番地

西原町字我謝 8 番地の109

西原町字我謝 459 番地の３

西原町字小那覇 403 番地

西原町字兼久 148 番地

西原町字呉屋143 番地

西原町字我謝 682 番地

西原町字小橋川133 番地の17

西原町字我謝８番地の13

西原町字津花波 151番地の２

西原町字小橋川147 番地の１

那覇市壷川１丁目22 番５号

◆善行者表彰

◆有功者表彰

◆功労者表彰

◆善行団体表彰

◆第28回危険業務従事者叙勲（瑞宝双光章）

◆秋の叙勲（瑞宝単光章）

◆総務大臣表彰（自治会等地縁団体功労者表彰）

◆厚生労働大臣表彰（民生委員・児童委員功労者表彰）

【お問い合わせ】　福祉部　こども課　子育て支援係　☎945 -5311

施 設 名 電　話
太陽学童
海星学童センター
オナガ学童クラブ
さくらんぼ学童園
美原学童クラブ
学童みらいクラブ
ハイサイ学童
あがり学童
えくぼ児童クラブ
学童みらい★（ぼし）クラブ

944-5006
945-4154
945-6838
946-1340
945-3108
944-1915
946-1166
080-6485-1641
946-9522
090-2856-1916

施 設 名 電　話
サウンド学童
こばと学童
マイマイクラブ
学童ミッキークラブ
サイ才学童小那覇

945-7220
945-6828
945-6125
945-1164

090-9785-1671

【対象者】
　西原町に住所があり、放課後児童（民間学
童）クラブを利用し、小学校に就学している児
童の保護者で、次に該当する世帯
（1） 生活保護を受けている世帯
（2） 市町村民税非課税世帯

【助成金】
　放課後児童（民間学童）クラブの利用児童１
人につき、支払った１か月あたりの利用料の
２分の１以内の金額（月額５千円を限度）

放課後児童クラブの児童募集について放課後児童クラブの児童募集について

放課後児童（学童）クラブの利用料を助成します！放課後児童（学童）クラブの利用料を助成します！

 平成
30年度
 平成
30年度

保護者が仕事などで、昼間に家庭にい
ない小学生の児童

平成30年1月5日（金）～1月19日（金）

入所申込書、就労証明書を記入し、各
クラブへ直接お申し込みください。

右記の放課後児童（民間学童）クラブの申込内容
は直接学童にお願いします。

【 対  象 】

【受付期間】

【申込先】

※申込書等はこども課、各放課後児童クラブで配布、子育
て情報サイト「ゆいわらび」からダウンロードできます。

※利用時間や利用料等は各クラブへ、お問い合わせくだ
さい。

場所（地図）は　ゆいわらび  学童　で検索！

申請方法は　ゆいわらび 学童 助成　で検索！

（平成30年２月１日開所予定）

【お問い合わせ】　総務部　税務課　資産税係　☎945-4729

【申告対象】 西原町内で事業を営み、償却資産を所有している法人・個人事業主
　　　　　 町内事業者に事業用として貸し付けている資産を所有している法人・個人事業主
【申告期間】 １月４日（木）～１月31日（水）　８：30～17：15　　※12：00～13：00及び土・日・祝日は除く
【申告場所】 税務課資産税係の窓口
【償却資産の種類】

※個人で設置している10kW以上の再生可能エネルギー（太陽光）発電設備（屋根等の建材と構造上一体でないもの）も償却資産に該当します。
※詳細は西原町ホームページ（トップページ→事業者の方へ→固定資産税【償却資産】申告のお願い）を確認、または下記までお問い合わせください。

平成30年1月1日現在で所有している「償却資産」の申告について平成30年1月1日現在で所有している「償却資産」の申告について

構　築　物 機械及び装置 船　舶 航空機 車両及び
運搬具

工具、器具
及び備品構築物 建築付属設備

7 広報にしはら No.550 H29.12.1 6広報にしはら No.550 H29.12.1


